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男女共同参画会議における監視の実施方針

平成１３年１０月３日
男女共同参画会議決定

１．本方針の目的

本方針は、男女共同参画会議が、男女共同参画社会基本法（平成 年法律11
第 号。以下「基本法」という。）第 条に基づき、政府が実施する男女78 22
共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視するに当たり、当面
の基本的な実施方針を定めるものである。

２．監視の目的

男女共同参画会議が行う監視は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施
策の実施状況について、書面調査、説明聴取等により実態を的確に把握するこ
と、内容及び進捗状況等について評価を行うこと、及び必要があると認めると
きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べることにより、男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進が着実かつ効
果的に図られるよう促進することを目的とする。

３．監視の対象

男女共同参画会議は、以下のものを対象として監視を実施する。
（１ 「男女共同参画基本計画 （平成 年 月 日閣議決定。以下「基本） 」 12 12 12

計画」という ）に盛り込まれた施策の実施状況。
（２）その他男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況



- 2 -

４．監視の観点

男女共同参画会議は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状
況について、以下の観点から監視する。この場合、個々の施策の特性等に応じ
て、必要となる観点を適用するものとする。
（１）施策を具体化するための手段としてどのような事務事業を実施するの

か。また、それらは基本法に示される基本理念や基本計画等に適合した内
容となっているか。

（２）施策の実施による所期の効果が得られているか。また、施策の効果が適
切に把握され、それを踏まえた施策の推進が図られているか。

（３）施策の効率的かつ効果的な実施方法が採られているか （例えば、社会。
資源が有効に活用されているか、関連する分野における施策との連携の確
保や総合的な推進が図られているか、便益が及ぶべき者に便益が及んでい
るか等）

（４）施策の実施（事務事業の企画立案及び実施を含む。）に当たり、国民へ
の説明、関係者からの意見聴取等、透明性の確保や施策に対する国民の信
頼と理解の確保のための手段が採られているか。

（５）施策の実施（事務事業の企画立案及び実施を含む。）に当たり、男性・
女性双方のニーズの把握、なお現実に存在する男女の社会における様々な
立場の考慮など、男女共同参画社会の形成促進の視点がその運営方法に盛
り込まれているか。

５．基本計画に盛り込まれた施策の実施状況の監視

男女共同参画会議は、以下の区分により、計画的な監視を行う。
（１）府省統一的な施策の実施状況の監視

広く政府全体としての取組が求められている施策（国の審議会等委員へ
の女性の参画の促進、女性国家公務員の採用・登用等の促進、男女共同参
画の視点に立った統計調査等の充実、国の行政機関の策定する広報・出版
物等における性にとらわれない表現の促進等）について、順次、各府省に
おける実施状況を監視する。

（２）各府省が複数又は単独で担当する施策の実施状況の監視

各府省が複数又は単独で担当する施策について、順次、関係府省におけ
る実施状況を監視する。
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複数の府省（部局）が講ずる施策である場合又は関連する施策がある場
合は、府省（部局）間又は施策間の連携が確保され、効率的な推進が図ら
れているかという点に特に留意する。
なお、各府省において当該施策に係る政策評価が実施されている場合は、

その結果を参考にするものとする。

６．その他男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視

男女共同参画会議は、基本法第 条に基づき内閣総理大臣及び関係各大臣22
に述べた意見に係る施策等であって、閣議又は男女共同参画推進本部等におい
て決定されたものについて、順次、その実施状況を監視する。
この場合、府省統一的な施策については５ （１）に準じ、各府省が複数又．

は単独で担当する施策については５ （２）に準ずることとする。．

７．監視の実施手順等

（１）書面調査

男女共同参画会議は、５．及び６．に該当する施策の実施状況及び実施
予定等について、基本法第 条に定める年次報告等、男女共同参画社会12
の形成の促進に関する施策に係る予算額調べその他の資料の活用により、
毎年度定期的に、書面による調査を行う。内閣府男女共同参画局において
は、関係各府省等と協力しつつ、監視に必要な情報を収集・整理する。

（２）説明聴取

男女共同参画会議は、毎年度、重点的に監視する施策を定め、苦情処理
・監視専門調査会（男女共同参画会議が特定の施策の実施状況の監視を行
う専門調査会を別に指定する場合は、当該専門調査会）において関係各府
省から説明を聴取する。
重点的に監視する施策については、原則として各年度の当初に定めるこ

ととするが、必要があると認めるときは随時定めることができる。
重点的に監視する施策を定めるに当たっては、次の施策を優先的に取り

上げることとする。
ア．基本法第 条に基づく男女共同参画会議の意見等を踏まえ、必要な22
措置を早急に講ずることが求められている施策

イ．府省統一的な施策で、政府全体としての取組が求められているもの
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（３）評価及び意見

男女共同参画会議は （１）及び（２）の結果に基づき、対象施策の実、
施状況について、４．に掲げる観点から評価を行い、その結果、必要と認
めるときは、重要性、緊急性等も勘案し、内閣総理大臣及び関係各大臣に
対して意見を述べることとする。さらに、男女共同参画社会の形成促進の
観点から注目すべき内容又は運営方法を有する施策についても紹介するも
のとする。
なお、男女共同参画会議は、対象施策の効果の定量化による評価に努め

ることとするが、それが困難な場合においては定性的に評価するものとす
る。苦情処理・監視専門調査会等においては、対象施策の進捗状況等につ
いて的確に評価を行うための手法に関する調査検討を大学、研究機関等に
おける研究成果にも留意しつつ継続的に行う。

８．雑則

（１）男女共同参画会議は、本実施方針に基づき実施した監視の結果を公表す
る。また、男女共同参画会議は、男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策の実施状況の監視について国民からの意見を随時受け付け、その後の
監視活動の参考とし、必要に応じ見直しを行う。

（２）本実施方針については、社会経済情勢の変化、男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策の実施状況、評価手法に係る知見の集積等を踏まえて、
必要と認めるときは、見直しを行う。


